
渚マリーナ事業化支援業務委託仕様書 

 

１ 業務目的 

 本業務は、本市が取得する予定の県有地を、「県有地(元海風荘、現渚マリーナ)の利活用方針」

を踏まえ、海洋観光・海洋レジャー・海洋教育の拠点（以下「本施設」という）として円滑に供用

開始するため、地方自治法に基づく「公の施設」としての設置管理条例及び規則の骨子を作成す

るとともに、民間事業者のノウハウを活用した効率的かつ効果的な管理運営を行うための指定管

理者公募に必要な諸条件の整理及び書類作成を行うことを目的とする。 

 

２ 適用 

(1) 本仕様書は、「渚マリーナ事業化支援業務委託」に適用する。 

(2) 本仕様書に記載されていない事項については逗子市財務規則及び、神奈川県測量・調査・設計

業務共通仕様書による。 

 

３ 対象 

 逗子市新宿１丁目2254番４ 

※ 詳細は「別紙 位置図」による。 

 

４ 業務内容 

(1) 前提条件の整理 

① 事業予定地の概況整理：既往文献等から、以下の事項について調査・整理する。 

ア 事業予定地の物理的条件 

  位置、区域・面積、地目、現況土地利用、地質条件、権利関係、周辺公共交通、災害に関 

する情報等の状況を整理する。 

イ 法規制等開発規制条件 

  開発許可（都市計画法）、建築確認申請（建築基準法）など、法規制条件および許認可申 

請手続き、その他、新たな施設整備等行う場合に支障となる物件（用水路、送電線等）の有 

無と取り扱いについて確認・整理する。 

② 管理施設の運営体制、設備、貸付物品等の整理：現渚マリーナの管理運営状況を確認し、事務

処理内容等について運営マニュアルとして整備する。また、設備、貸付物品等についても確認

のうえ一覧表として整備する。 

(2) 設置管理条例及び施行規則（骨子）の作成 

① 施設の目的・機能の整理：海洋観光・海洋レジャー・海洋教育の拠点としての役割を定義する。 

② 条例骨子の作成：名称、位置、設置目的、利用承認、利用料の範囲（上限額設定のほか、市民

枠や市民料金の導入可能性）、指定管理者の指定、罰則規定等について検討する。 

③ 施行規則の検討：営業日、休業日、詳細な利用手続等を規定する。 

(3) 管理運営体制（スキーム）の検討 

① 各年度想定収支・積算内訳の作成：過去の運営実績や市場動向を踏まえた、中長期的（概ね20

年間）な収支見通しについて、積算根拠を明示のうえ作成する。 

② 市と指定管理者の役割分担：維持管理費、修繕費、公租公課等の負担区分を明確化する。 

③ 利用料金制度の検討：指定管理者の独立採算制を高めるための料金設定手法を検討する。 

(4) 指定管理者募集要項及び業務仕様書の作成 

① 募集要項の作成：申請資格、手続き、申請書類、指定管理業務開始までのスケジュール、提出

書類、選定方法、審査基準等を明記した募集要項を作成する。 

② 業務仕様書の作成：維持管理業務、施設運営業務、観光振興（自主事業）に関する要求水準を

設定したうえで、業務仕様書を作成する。 



③ 評価基準（審査配点表）の策定：市の施設（海洋観光振興、環境保護等）への寄与度を図る評

価基準を作成する。 

(5) （仮称）渚マリーナの緑地の利活用に関する検討会の運営支援 

① 現渚マリーナ敷地内緑地部分の利活用に関し、近隣住民や海洋レジャー関係者等から幅広く

意見を聴取し、令和９年度以降の利活用検討の基礎資料とするため、検討会を実施する（令和

８年度中に３回開催し、報告書を取りまとめる）。 

② 検討会参加者は主に公募市民、近隣自治会代表者、逗子海岸関係者等15名程度とする。 

③ 受託者は、検討会の企画・運営、配布資料、検討会概要録作成、市ホームページへの掲載資料

作成等の支援を行う。 

 

５ 委託期間 

契約日から令和９年３月31日 

 

６ 成果品 

 各２部及び電子データ（DVD-R等の電子記録媒体）で提出すること。 

番号 成果品名称 提出期日 

１ 各年度想定収支・積算内訳 令和８年５月22日（金） 

２ 設置管理条例及び施行規則（骨子） 令和８年７月31日（金） 

３ 指定管理者募集にかかる必要書類 

・指定管理者募集要項 

・業務仕様書 

・評価基準（審査配点表） 

令和９年２月26日（金） 

４ 現渚マリーナ業務運営マニュアル 令和９年２月26日（金） 

５ 現渚マリーナ設備、貸与物品一覧表 令和９年２月26日（金） 

６ （仮称）渚マリーナの緑地の利活用に関する検討会報告書 令和９年２月26日（金） 

 

７ 成果品の帰属と責任範囲 

(1) 成果品はすべて発注者に帰属するものとする。 

(2) 本業務完了後も、成果品に不備が認められた場合は、速やかに図書等の修正を行わなければな

らない。また、会計検査等があった場合は逗子市の要請に誠意を持って対応すること。これら

に要する経費は受注者の負担とする。 

 

８ 法令等の遵守 

 受注者は、業務の実施にあたり、関連する法令等を遵守しなければならない。 

 

９ 中立性の保持 

受注者は、常にコンサルタントとしての中立性を保持するよう努めなければならない。 

 

10 秘密の保持 

受注者は、業務の遂行上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。 

 

11 公益の確保の義務 

 受注者は、業務を行うにあたっては公共の安全、環境の保全及びその他の公益を害することの

ないように努めなければならない。 

 

 



12 配置技術者 

(1) 管理技術者、照査技術者は、技術士（総合技術監理部門）建設－都市及び地方計画または技術

士（総合技術監理部門）建設－港湾及び空港の資格もしくは技術士（建設部門）都市及び地方

計画または技術士（建設部門）港湾及び空港を有し、登録を行っている者を配置すること。な

お、技術士の兼務は認めない。 

(2) 受託者は、過去10年間に地方公共団体が発注する同種業務（公共マリーナに関する条例の作

成検討、管理運営計画、収支計画を実施した業務）を完了した実績を有していること。 

(3) 配置する技術者は、参加申込する会社との間に直接的かつ恒常的な雇用関係（参加申込書提出

以前に連続して３か月以上の雇用関係）にあること。 

 

13 照査 

 受注者は業務全般にわたり、以下に示す事項について、照査を実施しなければならない。 

(1) 情報収集の内容及び課題の把握・整理内容に関する照査。 

(2) 検討方法及びその内容に関する照査。 

(3) 管理運営体制（スキーム）、各年度想定収支の妥当性の照査。 

 

14 その他 

 本仕様書および特記仕様書に定めのない事項及び業務内容等に疑義が生じた場合は、双方が協

議して定めるものとする。 



[別 添] 

個人情報の取扱いに関する特記仕様書 

 

 この契約による業務を処理するため個人情報を取り扱う場合は、個人情報の保護に関する法

律（以下「個人情報保護法」という。）、逗子市情報セキュリティ基本方針その他関係法令等に

基づき、次の事項を遵守して行うものとする。 

 

 （基本的事項） 

第１条 受注者は、この業務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵すことのないよう、個

人情報を適正に取り扱わなければならない。 

 （秘密等の保持） 

第２条 受注者は、この業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他に漏らしてはなら

ない。この業務が終了し、又は解除された後においても同様とする。 

 （責任体制の整備） 

第３条 受注者は、個人情報の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制

を維持しなければならない。 

 （責任者等の報告） 

第４条 受注者は、この業務に従事する者を明確にするため、個人情報の取扱いの責任者及び

業務に従事する者（以下「従事者」という。）を定め、書面により発注者に報告しなければな

らない。これらを変更する場合も同様とする。 

 （作業場所の特定） 

第５条 受注者は、個人情報を取り扱う場所（以下「作業場所」という。）を定め、業務の着手

前に書面により発注者に報告しなければならない。これらを変更する場合も同様とする。 

２ 受注者は、発注者の事務所内に作業場所を設置する場合は、責任者及び従事者に対して、

受注者が発行する身分証明書を常時携帯させ、事業者名が分かるようにしなければならない。 

 （再委託の禁止等） 

第６条 受注者は、発注者が承諾した場合を除き、個人情報の処理は自らが行い、第三者（受

注者に子会社（会社法第２条第３号に規定する子会社をいう。）がある場合にあっては、当該

子会社を含む。以下同じ。）にその処理を委託してはならない。 

２ 受注者は、この業務の一部について再委託（再委託の相手方が行う再々委託以降の委託を

含む。以下同じ。）する場合は、あらかじめ発注者の承諾を得なければならない。 

３ 受注者は、前項の承諾を得て第三者に再委託する場合は、この契約により受注者が負う義

務を再委託先に対しても遵守させなければならない。 

４ 受注者は、第三者に再委託した場合、その履行を管理監督するとともに、発注者の求めに

応じ、その状況等を発注者に報告しなければならない。 

 （派遣労働者利用時の措置） 

第７条 受注者は、この業務を派遣労働者に行わせる場合は、派遣労働者に対して、本契約に

基づく一切の義務を遵守させなければならない。 

２ 受注者は、発注者に対して、派遣労働者の全ての行為及びその結果について責任を負うも



 

のとする。 

 （保有の制限等） 

第８条 受注者は、この業務を処理するために個人情報を保有する場合は、その目的を明確に

し、目的達成のために必要最小限のものとし、適法かつ公正な手段により行わなければなら

ない。 

 （安全管理措置） 

第９条 受注者は、この業務を処理するために取り扱う個人情報の漏えい、き損、滅失、紛失、

盗難その他の事故（以下「漏えい等の事故」という。）が起こらないよう、当該個人情報の適

切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 

 （目的外利用及び第三者への提供の禁止） 

第10条 受注者は、この業務を処理するために取り扱う個人情報を、発注者の指示又は承諾を

得ることなくこの契約の目的以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。 

 （複写、複製の禁止） 

第11条 受注者は、この業務を処理するために取り扱う個人情報を、発注者の指示又は承諾を

得ることなく複写又は複製してはならない。 

 （持出しの禁止） 

第12条 受注者は、この業務を処理するために取り扱う個人情報を、発注者の指示又は承諾を

得ることなく作業場所から持ち出してはならない。 

 （罰則の周知及び従事者の監督） 

第13条 受注者は、この業務の従事者に対し、個人情報保護法の義務及び罰則が適用されるこ

とについて周知するとともに、個人情報の安全管理が図られるよう、必要かつ適切な監督を

行わなければならない。 

 （教育及び研修の実施） 

第14条 受注者は、個人情報の保護及び情報セキュリティに対する意識の向上を図るため、こ

の業務の従事者に対し、本特記仕様書において従事者が遵守すべき事項その他本委託業務の

適切な履行に必要な事項について、教育及び研修を実施しなければならない。 

 （個人情報の返還又は廃棄） 

第15条 受注者は、この業務を処理するため使用した個人情報について、使用する必要がなく

なった場合は、速やかに、かつ、確実に返還又は廃棄しなければならない。 

 （事故発生時の対応） 

第16条 受注者は、この業務を処理するために取り扱う個人情報の漏えい等の事故が発生し、

又は発生したおそれがある場合は、直ちに発注者に報告し、その指示に従わなければならな

い。 

２ 受注者は、前項の漏えい等の事故が発生した場合には、被害拡大の防止、復旧、再発防止

等のために必要な措置を迅速かつ適切に実施しなければならない。 

３ 受注者は、発注者と協議の上、二次被害の防止、類似事案の発生回避等の観点から、可能

な限り当該漏えい等の事故に係る事実関係、発生原因及び再発防止策を公表するものとする。 

 （調査監督等） 

第17条 発注者は、受注者における契約内容の遵守状況等について実地に調査し、又は受注者



 

に対して必要な報告を求めるなど、受注者の個人情報の管理について必要な監督を行うこと

ができる。 

２ 受注者は、前項における報告について、発注者が求める場合には定期的に報告をしなけれ

ばならない。 

 （指示） 

第18条 発注者は、受注者がこの業務に関し取り扱う個人情報の適切な管理を確保するために

必要な指示を行うことができるものとし、受注者はその指示に従わなければならない。 

 （契約解除及び損害賠償） 

第19条 発注者は、受注者が本特記仕様書の内容に反していると認めたときは、契約の解除及

び損害賠償の請求をすることができるものとする。 

 



（別紙） 

暴力団等排除に係る特記仕様書 

 

（暴力団等排除に係る契約の解除） 

第１条 発注者は、神奈川県警察本部からの通知等に基づき、受注者が次の各号のいずれかに該

当するときは、この契約を解除することができる。この場合において、解除により受注者に損

害が生じても、発注者はその損害の賠償の責めを負わないものとする。 

(1)  受注者が個人である場合にあっては、その者が逗子市暴力団排除条例（平成 23 年逗子市

条例第 15 号。以下「条例」という。）第２条第３号に定める暴力団員等（以下「暴力団員

等」という。）と認められたとき又は受注者が法人等（法人又は団体をいう。）である場合に

あっては、当該法人等が条例第２条第５号に定める暴力団経営支配法人等と認められたとき。 

(2) 受注者が、神奈川県暴力団排除条例（平成 22 年神奈川県条例第 75 号。以下「県条例」と

いう。）第 23 条第１項に違反したと認められたとき。 

 (3) 受注者が、県条例第 23 条第２項に違反したと認められたとき。 

(4) 受注者及び役員等（受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人等である場合に

は役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問

その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、

執行役又はこれらに準じる者と同等以上の支配力を有する者と認められる者を含む。)又は

支店若しくは営業所（常時業務の契約を締結する事務所をいう。）の代表者をいう。）が、

暴力団員等と密接な関係を有していると認められたとき。 

２ 前項の規定により、発注者が契約を解除した場合においては、受注者は、契約金額の 10 分

の１に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 

（暴力団等からの不当介入の排除） 

第２条 受注者は、契約の履行に当たって、条例第２条第１号に規定する暴力団又は暴力団員等

から不当介入を受けた場合は、遅滞なく発注者に報告するとともに管轄の警察署に通報し、捜

査上の必要な協力をしなければならない。 

２ 受注者は、不当介入を受けたことにより、履行期限に遅れが生じるおそれがある場合は、発

注者と履行期限に関する協議を行わなければならない。 

３ 受注者は､暴力団又は暴力団員等からの不当介入による被害を受けた場合は、その旨を直ちに

発注者に報告するとともに、速やかに管轄の警察署に通報しなければならない。 

４ 受注者は、不当介入による被害により履行期限に遅れが生じるおそれがある場合は、発注者

と履行期限に関する協議を行わなければならない。 
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